
亀山市立野登小学校小規模特認校制度の導入について 

 

１．特認校制度について 

特定の学校について、通学区域を設けず、通常よりも広範囲な通学区域から児童・

生徒の就学を認める制度である。 

 

２．亀山市における特認校制度「小規模特認校制度」について 

  亀山市においては、この特認校制度を「小規模特認校制度」とし、小規模校の有

する特色の中で、保護者が児童・生徒に教育を受けさせたいという場合に、一定の

条件を付し、区域外就学を認める制度として運用をしている。 

  平成１７年度から白川小学校がこの制度を導入している。 

 

３．野登小学校への制度の導入について 

（１）経緯 

   令和７年２月５日に、野登小学校学校運営協議会会長及び野登小学校長から「令

和７年度からの小規模特認校制度の導入に関する要望」が提出された。 

要望には、学校運営協議会において、複式学級の解消や学校運営の活性化のため、

小規模特認校制度を活用し、「ののぼりの教育」に賛同し、豊かな自然環境の中で

少人数教育を希望される児童や保護者を対象にし、特認校制度を導入したい意向

が示された。 

（２）導入開始 

   令和７年４月から 

（３）通学の条件 

  ・野登小学校の教育活動に賛同する亀山市在住又は在住予定の小学生を対象とする。 

  ・保護者及び児童は、学校長の面接を受けること。 

  ・保護者の責任において通学させること。 

 

４．野登小学校の児童数の見込み  
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５．その他 

 亀山市就学等に関する規則に基づき、小規模特認校制度により野登小学校に通学

を希望する児童について、指定校の変更を行う。 
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自然豊かな野登小学校で一緒に学びませんか。自然豊かな野登小学校で一緒に学びませんか。



亀山市内に住所がある方、または在住予定の方で、野登小の教育に賛同し、
地域とともに自然の中での教育を希望される児童や保護者に対して、特例と
して、市内全域から野登小学校への入学・転入を認める制度です。
令和7（2025）年度から制度の運用を始めます。3月1日より相談開始。
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【みつまた和紙づくり】

活躍の場が多く、表現力が向上します。

主体的に判断し、実践する活動を行います。
一人ひとりが主役

問い合わせ先
　亀山市教育委員会　
　学事教職員グループ
　　℡　0595-84-5075

【安楽川】

【地域ふれあい運動会】

紙漉きをして、卒業証書を作ります。

学校と地域が

一体となって活動します。

通学方法は？

学校見学は随時実施します。平日9：00～16：00（学校閉校日を除く）

　ご希望の方には、野登小学校や特認校制度についての説明会を随時行います。

　ご連絡をいただければ、日程等の調整をさせていただきます。

小規模特認校制度とは…

亀山市立野登小学校
　℡　0595-85-0009

このリーフレットは野登小学校のホームページでもご覧いただけます。
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★いいところ★

きめ細やかな指導

異学年集団活動

学校全体でお子さんを見守ります。

できる限り、一人ひとりの学びに応じた

学習支援を行います。

縦割り班活動を中心に異学年での活動を多く

行います。思いやりのある、心の強い子ども

を育てます。

学校のすぐ近くの川で、

生き物を調べる活動をします。

保護者の責任において通学していた

だきます。（集合場所への送迎等）

入学・転入する条件は？

「野登小学校の教育及びPTA活動等を十分理解
し、協力すること」と「児童を保護者の責任に
おいて通学させること」です。

受け入れは新１年生だけ？

新１年生はもちろんですが、６年生まで
どの学年でも受け入れます。

中学校への進学は？

児童の住所地の通学区域にある中学校または小
規模特認校の区域にある中学校（中部中学校）
のいずれかを選択できます。

【全校活動】
学年をこえて

みんなが友だちです。




